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1．施策の体系 

基本目標 課  題 施策の方向 

1）市の施策・方針決定過程への男女共同参画の促進 
2）市民・事業者等における取り組みへの支援と協力 

1 政策・方針決定過程における参画の多様化の促進 

3）状況の調査及び資料の収集と提供 
1）市民・事業者等を対象とした広報・啓発活動 
2）関連法令・制度等の周知活動 

2 男女平等のための意識啓発の推進 

3）男女共同参画に関する情報の収集・提供 
1）身近なチャレンジ事例の情報収集・提供 3  さまざまな分野へチャレンジする意欲の促進への支

援 2）チャレンジ支援施策の周知・広報 
1）各種施策が及ぼす影響についての調査・検討 
2）意識・実態調査の実施 

Ⅰ あらゆる分野において男女が
共同して参画できる機会の確
保 

4 男女平等の視点に立った社会制度・慣行の見直しに
関する情報収集・検討 

3）広報・啓発活動の充実・強化 
1）男女の機会均等・待遇平等の推進 1 労働の場における男女の均等な機会と待遇の確保 
2）能力発揮のための支援 
1）多様な就労形態に関する情報の収集・提供 
2）パートタイム労働・家内労働等の労働条件の整備 
3）農林水産業・商工自営業における労働条件の整備 

2 多様な職業ニーズを踏まえた就業環境の整備 

4）起業支援等雇用以外の労働への支援 
1）子育てを支援するための休暇・休業制度の導入促進 
2）母性健康管理対策の促進 

Ⅱ 性別による不合理な格差のな
い職業生活の確保 

3 仕事と育児・介護の両立のための雇用環境の整備 

3）次世代育成支援対策の促進 
1）家庭での男女協力のあり方についての情報収集・提供、啓発 1 家庭における男女間での協力促進 
2）男女間での家事の協力を促進する広報・啓発 
1）保育サービス・放課後児童対策の一層の充実 
2）良質な住環境の整備 
3）安全な道路・交通環境の整備 
4）安全・安心なまちづくりの推進 

2 子育て支援策の充実 

5）ひとり親世帯への支援 
1）高齢者・障害者の自立を支援する環境の整備 
2）高齢者等への介護体制の整備 

3 高齢者・障害者・外国人が安心して暮らせる環境の
整備 

3）国際交流の推進 
1）市民活動団体への支援 
2）ボランティア活動を促進する気運の醸成 

Ⅲ 家庭生活・地域社会で男女が協
力し合う環境整備 

4 地域活動及びボランティア活動の推進 

3）地域活動への参加を促進するための広報・啓発活動の推進 
1）暴力を予防し、容認しない地域づくりのための広報・啓発活動の推進 1 男女間での暴力的行為を根絶するための基盤づくり

2）配偶者間等の暴力被害者に対する保護・自立支援 
1）性差医療についての知識普及 
2）病気の予防・早期発見につながる健康づくりの推進 

2 男女がともに生涯を通じて営む健康づくりの促進 

3）健康をおびやかす諸問題についての対策の推進 
1）多様な選択を可能にする学校教育及び進路指導の推進 
2）教職員に対する啓発活動の推進 

Ⅳ 個人として重んぜられるべき
人格の尊重 

3 男女が平等で多様な選択を可能にする教育・学習へ
の支援 

3）生涯学習の促進 
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２．推進状況調査の概要 

 

1．調 査 概 要 

 

 「男女共同参画社会をめざす はちのへプラン 2006 実施計画」に登載されている各事業について推進状況を把

握し、男女共同参画に関する施策の総合的な推進に資するため、年 1 回調査するものである。 
各事業ごとに事業実施課が行う第一次評価を経た後、事業を体系別にまとめた施策の方向ごとに第二次評価を行

った。また、この調査結果は、「八戸市男女共同参画基本条例」に基づき公表する。 

2．調査対象年度 平成 18 年度 

3．調 査 内 容 「男女共同参画社会をめざす はちのへプラン 2006 実施計画」に登載されている事業について、次の項目を調査

した。 
1）指標（目標値等）※数値で表すことが困難な場合は、事業の方向性について記入 
2）実施状況 
3）計画の達成状況 
4）事業実績等 
5）男女共同参画の視点の導入状況 

4．評 価 方 法 単年度評価とし、次の手順で評価した。 
＜内部評価＞ 

①第一次評価・・・事業担当課が実施状況等をまとめ、指標を基準とした自己評価を行った（全 130 事業毎） 
②第二次評価・・・各事業を体系別にまとめた施策の方向ごとに判断。施策の方向に取り込まれた事業ごとの第

一次評価結果に基づき、男女参画国際課が評価した（施策の方向 41 項目毎） 
＜男女共同参画審議会からの意見＞ 
 第一次評価、第二次評価の結果を踏まえながら、はちのへプラン 2006 の基本目標 4 項目とその課題、数値目標

達成のための取り組み状況について、男女共同参画審議会から意見を付された。 
 
＜評価項目と評価基準＞ 
 別表 1 のとおり 
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別表１ <評価項目と評価基準＞ 

区分 評価項目 評価基準 区分 評価項目 評価基準 

実施状況 A 検討した 
B 検討したが実施には至らなかった 
C 検討も実施もしなかった 
D 17 年度で廃止した 
※事業の統廃合があった場合、統廃合前の事業は全て「D」

とし、統廃合後の事業を新規事業とすること。 
その際に、事業番号の欄に「新規」と記入し、必要事

項を記入して評価すること。 

計画の達成状況

（各課で定めた指

標を基準とする）

a  計画以上に達成できた 
b ほぼ計画どおり達成できた 
c  計画には及ばなかった 
※上記実施状況で「A 実施した」と答えた実施事業につ

いてのみ記入すること。 
＜判断基準＞ 
a  指標値を超えている場合 
b 指標値と同じ又は指標値の 90％以上の場合 
c  指標値の 90％未満の場合 

第
一
次
評
価
（
事
業
担
当
課
に
よ
る
評
価
・
130
事
業
） 

男女共同参画の視

点の導入状況（複

数選択可） 

①事業の対象者となる人々の現状やデータを男女別に把

握した。 
②事業の企画、立案、実施にあたり、男女双方の意見を

聞き、女性と男性の視点が実施事業に盛り込まれるよ

うにした。 
③講師等の人選について、男女のバランスに配慮した。 
④事業実施の曜日や時間帯、託児室の設置、手話通訳者

の配置、Web ページの活用など、年代、性別を問わず

参加・利用しやすくなるように工夫した。 
⑤事業の効果が男女どちらか一方に偏らずに寄与され

た。 
⑥その他（①～⑤に該当するものがない場合に選択。内

容を具体的に記入すること） 
※①～⑤のいずれかを選択すること。特に配慮した点な

どがある場合は、その内容を具体的に記入すること。 

第
二
次
評
価
（
男
女
参
画
国
際
課
に
よ
る
評
価
・
施
策
の
方
向
41
項
目
） 

実施状況及び達成

状況による評価 
施策の方向を構成する各事業の第一次

評価結果に基づき、下記基準により評価

を行う。 
☀☀☀：順調に取り組まれている 
    70％≦〔Aa＋Ab〕の割合 
 
☀☀ ：概ね取り組まれている 
    50％≦〔Aa＋Ab〕の割合≺ 70％ 
 
☀  ：より積極的な取り組みを期待す

る 
    〔Aa＋Ab〕の割合≺ 50％ 
 
☂  ：早期に取り組む必要がある 
    〔Aa＋Ab〕の割合＝ 0％ 
 
※〔Aa＋Ab〕の割合＝（Aa＋Ab／Aa

＋Ab＋Ac＋B＋C）×100 
 
＜評価コメント＞ 

評価できる事業実施状況     
今後の課題 

 

☺ 
☹



３．事業の推進状況 

 

基本目標Ⅰ あらゆる分野において男女が共同して参画できる機会の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

1 政策・方針決定過程における参画の多様化の促進 

2 男女平等のための意識啓発の推進 

3 さまざまな分野へチャレンジする意欲の促進への支援 

4 男女平等の視点に立った社会制度・慣行の見直しに関する情報収集・

検討 

 

【指標とその目標値】 

・ 審議会等の男女構成比率において少ないほうの割合が 30％を下回ら

ないこと 

・ 審議会等の公募による委員比率が少なくとも 10％以上になること 

・ 指導的立場の女性の比率が少なくとも 30％以上となること 

・ 八戸市男女共同参画基本条例を制定したことを知っている人の割合

が、20 歳以上の市民の 80％以上となること 



課題１　    　政策・方針決定過程における参画の多様化の促進

施策の方向１　市の施策・方針決定過程への男女共同参画の促進

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

1 行政改革推進課 審議会等への性別
で偏らない委員の
登用

性別に偏らない市政への参画を促進するた
め、「八戸市附属機関等の設置及び運営に
関する要綱」第4条(4)により、男女構成比
率において目標値を設定している。

男女構成比率において少ない
方の割合30％以上

A c 合議の際に目標値を下回っているものについて
は、理由を確認し、その達成に向けて指導した。
【男女構成比率】18年4月1日現在
男性74.8％，女性25.2％

①

2 行政改革推進課 審議会等での公募
制の積極的導入

市民の行政への参画機会の拡充を図るた
め、平成15年度からは「八戸市附属機関等
の設置及び運営に関する要綱」第4条第7号
において、公募による選任を原則義務付け
ている。また、「八戸市附属機関等公募委
員候補者登録制度」を設け、附属機関等の
公募情報を登録者に送付している。

公募委員の構成比率10％以上 A c 合議の際に公募比率が目標値を下回っているも
のについては、理由を確認し、その達成に向けて
指導した。また、「八戸市附属機関等公募委員候
補者登録制度」で事前に候補者を登録することに
より公募を行う場合の応募数の上昇にも努めてい
る。
【公募委員の構成比率】18年4月1日現在　7.5％

➄

3 男女参画国際課 はちのへ女性まち
づくり塾の開催

審議会委員等への女性の登用促進のための
人材育成を目的とした講座を開催する。

受講者数20人 A a 「はちのへ女性まちづくり塾生の会」へ企画運
営を委託し、男女共同参画施策、食育、循環型
社会、八戸市の歴史と観光、まちづくりなどの
講義等を実施した。
【講座数】12講座
【受講者数】41人(受講生16人,聴講生25人)

➂、➃

施策の方向２　市民・事業者等における取り組みへの支援と協力

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

4 男女参画国際課 地域啓発講座の開
催

男女共同参画意識の啓発に力を入れるべき
地域を対象に、事業所等を訪問して啓発講
座を開催する。

参加者数100人 A b 「はちのへウィメンズ・アクション」に企画運
営を委託し、絵本の読み聞かせ、寸劇、男の料
理教室などを実施した。
【開催期日】平成18年8月～平成19年2月
【実施回数】5回
【開催場所】南郷図書館、島守学童保育、白銀
公民館、南郷朝もやの館、南郷区役所
【参加者数】95人

➀、➄

男の料理教室を開催
し、男性の生活面で
の自立について考え
てもらった。

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

☀
より積極的な取
組みを期待する

☹
適材適所を勘案
しながらも、より
積極的な女性の
登用と、公募制
の導入を進める
必要がある（№
1、2）

事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）
指標(18年度の目標値等）

事業
番号

事業名称 事業の内容担当課

担当課

男女参画国際課
による第二次評
価

男女参画国際課
による第二次評
価

基本目標Ⅰ　あらゆる分野において男女が共同して参画できる機会の確保

5



施策の方向３　状況の調査及び資料の収集と提供

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

5 男女参画国際課 推進状況の公表 毎年の男女共同参画推進事業の推進状況を
調査し、公表する。

広報・ホームページ・報告書
等で公表（年1回）

A b 推進状況報告書を作成し、市ホームページへ全
部掲出。また、広報はちのへ1月号へも概要を
掲載し、公表した。

➄ ☀☀☀
順調に取組まれ
ている

課題２　男女平等のための意識啓発の推進

施策の方向１　市民・事業者等を対象とした広報・啓発活動

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

6 男女参画国際課 女と男の明日を考
える八戸市民のつ
どい

男女共同参画に関する基調講演等を通し
て、男女共同参画について考える機会を市
民に提供する。

参加者数300人 A b 教育委員会主催の市民大学講座と共催で開催。
【開催期日】平成18年9月20日
【開催場所】八戸市公会堂文化ホール
【参加者数】300人

➀、➂、➃、➄

7 男女参画国際課 市の男女共同参画
を紹介するホーム
ページの周知

当市のホームページに、男女共同参画に関
する情報を掲示し、啓発に努める。

情報誌等へ男女参画国際課
ホームページアドレスを1回
以上掲載

A b H18年9月発行の情報誌WITH　YOU（№17）にお
いて、八戸市男女共同参画基本計画の改定を掲
載した際に、男女参画国際課のホームページア
ドレスも紹介し、周知に努めた。

➄

施策の方向２　関連法令・制度等の周知活動

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

8 男女参画国際課 男女共同参画基本
条例パネル展の開
催

男女共同参画に関するパネルを展示して、
男女共同参画や女性問題について考えても
らう機会を提供する。

3か所以上開催 A a 12か所で開催
【併催イベント】
・女と男の明日を考える八戸市民のつどい
・はちのへ男女共同参画フォーラム2006
・市健康まつり、各地区公民館まつり他（人権
啓発活動地方委託事業・地域コミュニティ意識
啓発事業）

➁、➄

9 男女参画国際課 男女共同参画週間
の周知

男女共同参画週間（6月23日～29日）にそ
の意味や実施事業を紹介し、男女共同参画
意識を啓発する。

広報・ポスター等により周知
年1回

A b  内閣府から送付されるポスターの掲示や、チ
ラシを配布するほか、市民団体等への情報提供
の際 にも併せて周知し、意識啓発に努めた。
 また、庁内職員へも、週間についての周知の
ほかに、日常業務における男女共同参画の配慮
について注意喚起した。

➄

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

☺
市内イベントに
出向き、多くの
市民に意識啓発
をすることがで
きた（№8）

男女参画国際課
による第二次評
価

男女参画国際課
による第二次評
価

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号
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実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

10 生活相談課 人権週間の周知 「人権週間（12月4日～12月10日）にその
意義等を紹介し、人権意識を啓発する。

特設人権相談の開設1日 A b ○特設人権相談　【実施日】平成18年12月6日
【場所】市庁・南郷区役所　【相談者数】2名
○人権週間周知　【広報誌掲載】12月号

⑥相談内容で男女共
同参画に関係するも
のについては、男女
共同参画の精神等に
ついてもアドバイス
をしている。

11 農業振興課 農山漁村女性の日
の周知

農山漁村女性の社会活動への参加を促し、
能力発揮を促進することを目的として設定
された「農山漁村女性の日」を関係機関・
団体等に周知を図るとともに、各種大会な
どへの参加を促す。

各種大会・研修会の案内 A b 各種大会・研修会の案内数4回 ⑥
積極的格差改善措置

施策の方向３　男女共同参画に関する情報の収集・提供

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

12 男女参画国際課 宣言都市サミット
参加による情報収
集

毎年開催される男女共同参画宣言都市全国
サミットに職員を派遣し、各宣言都市の担
当者らと情報交換して、将来の業務内容等
に生かす。

職員1名派遣 A b 男女共同参画担当職員を1名派遣し、サミット
前日の事務担当者会議において、各自治体の取
り組み状況、課題などについて情報交換をし
た。サミット当日は、会場に設置される各自治
体の展示コーナーから資料を入手し、今後の業
務の参考とした。
【開催期日】11月10日
【開催場所】新潟県上越市
【主催】内閣府・上越市、サミットinじょうえ
つ実行委員会

➅

13 男女参画国際課 新聞記事等のスク
ラップ保存

毎日の新聞記事のうち、男女共同参画に関
するものを切り抜き保存し、閲覧に供す
る。

廃止 D

14 男女参画国際課 男女共同参画情報
コーナーの設置

男女共同参画推進担当部署に情報コーナー
を設置し、関連図書やビデオ、情報誌など
を閲覧・貸し出しに供する。

図書数110冊 A a 図書数116冊（ビデオ・DVD含む）
男女共同参画情報コーナーの図書、ビデオ等を
無料で閲覧、貸し出しした。

➄

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

事業
番号

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
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課題３　さまざまな分野へチャレンジする意欲の促進への支援

施策の方向１　身近なチャレンジ事例の情報収集・提供

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

15 男女参画国際課 チャレンジ事例掲
載誌等の閲覧

内閣府等から送られてくる冊子等を情報
コーナーで閲覧に供する。

情報コーナーへの設置 A b 男女共同参画情報コーナーに設置するほか、市
庁本館1階の市政情報コーナーへも設置し、イ
ンターネット環境のない市民へも活用してもら
えるように努めた。

➄ ☀☀☀
順調に取組まれ
ている

施策の方向２　チャレンジ支援施策の周知・広報

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

16 男女参画国際課 ReBeセミナーの開
催

出産・育児や介護のため退職した人の再就
職を支援するため、(財）21世紀職業財団
と共催で「ReBe（再就職準備）セミナー」
を開催し、その周知に努める。

参加者数10名 A a 1回開催
【開催時期】10月11日～12日
【開催場所】八戸市総合福祉会館
【参加者数】14名
【内容】「応募書類と面接」、「私の就職と年
金制度」、「働くためのはじめの一歩～社会保
険・税金等～」、「知っておきたいビジネスマ
ナー～好印象で面接突破～」

➃
➅積極的格差改善措
置

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

課題４　男女平等の視点に立った社会制度・慣行の見直しに関する情報収集・検討

施策の方向１　各種施策が及ぼす影響についての調査・検討

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

17 男女参画国際課 八戸市男女共同参
画推進庁内委員に
よる調査・研究

庁内委員が独自にテーマを決め、調査し、
結果を市長に報告して今後の施策の参考に
する。

全庁横断的な自主研究の実施 A a ○第3期委員(平成17年6月1日～平成18年5月31
日の任期2年)より、調査研究のまとめとして市
長へ提言書を提出した。
【提言内容】「テレワークの導入にむけて」、
「看護休暇取得促進」、「市施設内保育施設の
開設の検討について」ほか子育て支援を中心と
した全6テーマ
○第4期委員14人が平成18年6月1日～平成20年5
月31日の2年間の任期で任命された。「アン
ケート調査分科会」、「庁内委員会存在PR分科
会」、「女性のエンパワーメント分科会」の3
つの分科会に分かれ、調査研究した。
平成19年3月には、全職員を対象に「男女共同
参画に関するアンケート」を実施した。

➀、➁、➄ ☀☀☀
順調に取組まれ
ている

☺
職員の意識調査
を行うなど、庁内
における職場環
境の整備に向け
た研究が進んだ
（№17）

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号
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実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

18 総務課 行政文書の見直し
及び修正指導

行政文書等を男女平等の視点から見直し、
性差別表現について修正するため、公印の
押印の際に提示する各課の決裁文書におけ
る性差別表現を点検する。

修正指導回数の削減 A b 点検に努めた結果、性差別表現は認められな
かった。

⑤ ☀☀☀
順調に取組まれ
ている

19 調整広報課 広報紙の記事等の
チェック

「広報はちのへ」を編集・発行するうえ
で、性差別的な表現にならないよう常に
チェックする。また、表現等に問題がある
原稿については、担当課に対して指導を行
う。

性差別的な表現のチェック
と、担当課への指摘を行う

A b ・広報掲載依頼の原稿の表現をチェックし、不
適切な部分は修正した。
・修正部分について担当課に再確認し、理解を
得た。

⑤

施策の方向２　意識・実態調査の実施

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

20 男女参画国際課 男女共同参画にか
かわる状況の調査

市民や企業、各種団体、その他行政機関な
どを対象に、男女共同参画に影響するさま
ざまな事柄についてアンケート等により調
査する。

年1回以上の調査 A a 〇男女共同参画に関する事業所アンケートを実
施し、雇用の場における男女共同参画の実態を
把握するとともに、八戸市男女共同参画基本計
画の数値目標の改定をした。
【調査対象】市内にある10人以上の従業員がい
る事業所
【調査期間】9月1日～25日
【回収結果】
　対象事業所数･･･966事業所
　有効回収数･･･408事業所
　回収率･･･42.2％
〇各イベント時における男女共同参画について
のアンケート調査の実施
【イベント内容】
・学校教育関係者等研修会（7月27日）
・女と男の明日を考える八戸市民のつどい（9
月20日）
・人権啓発研修会、市健康まつり・各地区公民
館まつり等（人権啓発活動地方委託事業・6月
～11月）

➀、➁

男女共同参画に関す
る事業所アンケート
実施内容について、
男女共同参画審議会
で検討し、意見をも
らった上で実施し
た。

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

☹
アンケート結果
を、今後どのよう
に生かしていくか
検討する必要が
ある（№20）

施策の方向３　広報・啓発活動の充実・強化

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

21 男女参画国際課 男女共同参画社会
を考える情報誌
「ＷＩＴＨ　ＹＯ
Ｕ」の発行

定期的に男女共同参画に関する情報誌を発
行し、市民の意識の醸成を図る。

年2回・各10,000部発行 A b 【発行時期】平成18年9月、平成19年3月
【発行部数】各10,000部
【配布箇所数】9月･･･756か所、3月･･･1,560か
所（事業所アンケート対象の事業所約1,000か
所へも追加送付）

⑤ ☀☀☀
順調に取組まれ
ている

男女参画国際課
による第二次評
価

平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

男女参画国際課
による第二次評
価

男女参画国際課
による第二次評
価

事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容 指標(18年度の目標値等）

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号
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実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

22 男女参画国際課 啓発用パンフレッ
トの発行・配布

男女共同参画社会について、広く市民にわ
かりやすく伝えるために、周知啓発用パン
フレットを発行する。

イベント時におけるパンフ
レットの3回以上の発行・配
布

A a 12回のイベントで配布し、啓発に努めた。
【配布イベント名】
・女と男の明日を八戸市民のつどい
・市民大学講座(南郷）
・八戸市健康まつり
・各地区公民館まつり（7館）
・南郷産業文化まつり
・はちのへ男女共同参画フォーラム

⑤

男女参画国際課
による第二次評
価

平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）
担当課 事業名称 事業の内容 指標(18年度の目標値等）

事業
番号
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基本目標Ⅱ 性別による不合理な格差のない職業生活の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

1 労働の場における男女の均等な機会と待遇の確保 

2 多様な職業ニーズを踏まえた就業環境の整備 

3 仕事と育児・介護の両立のための雇用環境の整備 

 

【指標とその目標値】 

・ 市内において、女性の積極的な採用・職域の拡大・管理職への登用に

努めるなど、ポジティブ・アクションを実施している企業の割合が 50％以

上となること 

・ 市内の事業所の管理職についている男女の構成比率において、少ない

ほうの割合が 30％ を下回らないこと 

・ 市内の事業所で「次世代育成支援行動計画」を策定している割合が

10％以上になること 



課題１　労働の場における男女の均等な機会と待遇の確保

施策の方向１　男女の機会均等・待遇平等の推進

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

23 商工労政課 男女雇用機会均等
セミナーの開催

(財）21世紀職業財団と共催で、性別によ
り差別されることなく、その能力を十分に
発揮できる雇用環境を整備するため、企業
経営者・人事労務担当者等を対象としたセ
ミナーを開催し、使用者の意識啓発を図
る。

参加者数20人 A a 窓口にちらしやパンフレットを置いたほか、広
報紙に掲載し、法改正の周知に努めた。セミ
ナー開催を支援するため、開催案内ポスター、
ちらしで周知に努めた。
【受講者数】27名

⑤

24 商工労政課 企業におけるポジ
ティブアクション
実施促進

職場における男女平等を徹底するため、
「男女雇用機会均等法」の履行確保を担う
青森労働局や青森県、さらに関連推進団体
である(財）21世紀職業財団青森事務所や
雇用能力開発機構青森センターと連携をと
りながら、各種の施策の推進に努める。

広報紙等掲載回数1回以上 A b 窓口にちらしやパンフレットを置いたほか、広
報紙に掲載し、各種施策の周知に努めた。

⑤

25 農業振興課 認定農業者共同申
請の推進

地域農業の主要な担い手となる認定農業者
の申請について、家族経営協定を締結して
いる経営体は、夫婦共同で申請できること
から、制度の周知を徹底し、女性の経営参
画を促す。

認定農業者共同申請数1人 A c 認定農業者共同申請数0人 ⑥
今後も共同申請の普
及に努める。

施策の方向２　能力発揮のための支援

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

26 商工労政課 キャリアアップセ
ミナー受講促進

（財）21世紀職業財団主催の企業の女性中
堅社員（入社後10年前）を対象とした「女
性のためのキャリアアップセミナー」に関
するちらし、パンフレット類を置いて、企
業の事業主や人事労務担当者の目に触れる
機会を多くし、制度の普及推進に努める。

参加者数20人 A a 窓口にちらしやパンフレットを置いて、周知に
努めた。
【受講者数】28人

⑤

27 商工労政課 八戸市職業訓練セ
ンターでの研修講
座開催

職業訓練の場を提供している八戸地域職業
訓練センターでパソコン講座や商業簿記な
どの講座を開催し、職業能力の向上を促進
する。

職業訓練利用者数
18,000人

A a 随時、広報はちのへ及びラジオ広報で受講生を
募集し、職業能力の向上を図った。
【講座数】　　25講座
【職業訓練利用者数】　18,477人

①、④、⑤

☀☀
概ね取組まれて
いる

☹
制度の重要性な
どの理解を深め
るため、周知徹
底を図る必要が
ある（№25）

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

基本目標Ⅱ　性別による不合理な格差のない職業生活の確保
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課題２　多様な職業ニーズを踏まえた就業環境の整備

施策の方向１　多様な就労形態に関する情報の収集・提供

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

28 商工労政課 業種別使用者会議
の開催

男女雇用機会均等法の周知や男女労働者間
に生じている格差の解消、並びに働きやす
い環境作りの推進のため、財団法人21世紀
職業財団が特定の業種を選定して開催する
「業種別使用者会議」への使用者、担当者
の参加を呼びかける。

参加企業数5企業 A a 窓口にちらしやパンフレットを置いて、周知に
努めた。
【参加企業】8社

⑤

29 男女参画国際課 男女平等優良企業
の紹介

男女にかかわらず家事と仕事を両立するた
めの制度を整備している事業者を紹介し、
その制度普及に努める。

情報誌等へ1回以上の掲載 A a 情報誌「WITH　YOU」において、両立支援に積
極的に取り組んでいる事業所の紹介をした。
9月号（№17）では、国で定められた制度以上
の取り組みをしている（株）カミテ（秋田県）
の紹介、3月号（№18）では、青森労働局雇用
均等室や21世紀職業財団が行っている両立支援
制度を活用している（福）寿栄会　特別養護老
人ホーム寿楽荘とアンデス電気（株）の事例に
ついて紹介し、制度の普及に努めた。

⑤

施策の方向２　パートタイム労働・家内労働等の労働条件の整備

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

30 商工労政課 パートタイム労働
に関するパンフ
レットの配布

パートタイム労働者の多様な就業意識や就
業実態を踏まえた適正な雇用管理の改善を
推進するため、「パートタイム労働ガイダ
ンス」や「パートタイム雇用管理改善セミ
ナー」等の開催チラシを窓口に設置し、周
知に努める。

2か所以上 A c 窓口にちらしやパンフレットを置いて、セミ
ナー開催、パートタイム労働ガイダンスの周知
に努めた。部数が足りなく、1箇所のみの設置
だった。

⑤

31 商工労政課 パートタイム労働
者の雇用管理改善
制度の周知

パートタイム労働者の多様な就業意識や就
業実態を踏まえた適正な雇用管理の改善を
推進するため、雇用するパートタイム労働
者に一定の雇用管理面での改善を図る中小
企業事業主に対して助成する「中小企業短
時間労働者雇用管理改善等助成金（モデル
事業主助成金）」制度や「事業主団体短時
間労働者雇用管理改善等助成金」等の周知
に努める。

助成金交付数2件 A c 窓口にパンフレットを置いて、助成金制度の周
知に努めた。
【利用事業所数】1事業所

⑤

32 商工労政課 中小企業退職共済
制度の周知

中小企業の相互共済と国の援助で退職金制
度を確立し、これにより中小企業の従業員
の福祉の増進と中小企業の振興に寄与する
ことを目的とした中小企業退職共済制度の
周知に努める。

広報紙等掲載回数1回以上 A b 人が多く訪れる窓口にちらしやパンフレットを
置いたほか、広報はちのへ及び市のホームペー
ジに掲載し、共済制度の周知に努めた。

⑤

☀☀
概ね取組まれて
いる

☹
パートタイム労働
者が増加傾向に
ある中、よりよい
雇用環境にする
ためにも、制度の
普及促進方法
（周知方法）を検
討する必要があ
る（№30、31、
32、33）

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

男女参画国際課
による第二次評
価

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号
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実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

33 商工労政課 家内労働法の周知 家内労働法を周知するため、青森労働局を
中心に行う家内労働旬間実施事業の周知に
努める。

広報紙等掲載回数1回以上 A b ポスターを掲示して、周知に努めた。 ⑤

施策の方向３　農林水産業・商工自営業における労働条件の整備

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

34 農業振興課 ViC・ウーマン活動
の支援

農山漁村の女性リーダーであるViC・ウー
マンを対象としたセミナーや研修会などへ
の周知及び参加を促し、自信と誇りを持っ
てリーダーシップを発揮できるよう支援す
る。

機関紙発行回数6回
セミナー等の案内数4回
ViC・ウーマン認定者数14名

A b 機関紙発行回数6回
セミナー等の案内数4回
ViC・ウーマン認定者数14名(1名増）

⑥
積極的格差改善措置

35 商工労政課 南部地域中小企業
支援センター事業
の支援

起業家等を支援するため、南部地域中小企
業支援センターや商工会議所で開催してい
る創業予定者や中小企業者を対象とした研
修・セミナーについて広く周知を図る。

廃止
№37と統合し、新規事業№
131「創業・経営への支援」
とした

D

36 商工労政課 八戸市勤労者福祉
サービスセンター
事業

中小企業（300人未満の事業所）単独では
実施が難しい福利厚生事業を共済互助団体
「八戸市勤労者福祉サービスセンター」で
共同で実施し、勤労者が生涯にわたり豊か
で充実した生活を送れるよう、事業の充実
と制度の普及に努める。

会員数
1,500人

A b 人が多く訪れる窓口にちらしやパンフレットを
置いて、サービスセンター会員拡充に努めたほ
か、種々の福利厚生事業を実施した。
【事業所数】364事業所
【会員数】1,499人

①、②、④、⑤

施策の方向４　起業支援等雇用以外の労働への支援

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

37 商工労政課 起業家等への支援 起業家を支援するため、経営等の相談に応
じる南部地域中小企業支援センターの利用
促進及び周知に努める。

廃止
№35と統合し、新規事業№
131「創業・経営への支援」
とした

D

新規
131

商工労政課 創業・経営への支
援

創業者及び中小企業者を支援するため、中
小企業者向け融資制度の利用促進や経営等
相談に応じる南部地域中小企業支援セン
ターの利用促進及び周知に努める。
また、起業家育成事業における無料相談等
の利用を促進することで、創業者支援を図
る。

・融資制度利用件数　550件
・南部地域中小企業支援
　センターへの相談件数
  150件
・起業家育成事業の相談
　件数 200件

A a ◎中小企業者向け融資制度のパンフレット掲示
及び金融機関等配布による利用促進。
　・H18融資制度利用件数　　592件
◎南部地域中小企業支援センターのリーフレッ
ト等掲示による周知と利用促進。
　・H18相談件数　188件
◎起業家育成事業のパンフレット掲示による事
業周知と利用促進。
　・H18相談件数　223件

⑤

指標(18年度の目標値等）
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価） 男女参画国際課

による第二次評
価

事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

男女参画国際課
による第二次評
価

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号
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課題３　仕事と育児・介護の両立のための雇用環境の整備

施策の方向１　子育てを支援するための休暇・休業制度の導入促進

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

38 商工労政課 育児・介護休業法
の周知

育児や介護を行いながら働くことを希望す
る人の仕事と家庭の両立を支援するため、
(財）21世紀職業財団が行うセミナーや各
種助成金のパンフレットを窓口に置き、普
及啓発に努める。

広報紙等掲載回数1回以上 A b ポスターを掲示するとともに、窓口にパンフ
レットを置いて21世紀職業財団が実施している
各種助成金、セミナー開催の周知に努めた。

⑤

39 商工労政課 育児・介護等を行
う労働者に配慮し
た雇用環境整備の
普及促進

仕事と育児・介護とが両立できるような取
り組みを行う事業主に対し、事業の実施に
要した費用の2/3（1団体200万円を限度）
を2年間助成する　「育児介護雇用環境整
備助成金」制度の周知に努める。

制度廃止 D

施策の方向２　母性健康管理対策の促進

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

40 商工労政課 両立支援事業の周
知

仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する
「育児・介護費雇用安定等助成金」制度の
周知に努める。

助成金交付数30件 A a 窓口にちらしやパンフレットを置いたほか、広
報はちのへに掲載し、育児・介護費雇用安定等
助成金制度の周知に努めた。
【利用事業所数】35事業所

⑤

41 商工労政課 フレーフレー・テ
レフォン事業の周
知

育児・介護等に関する各種サービスを受け
るための相談や地域の具体的な情報を無料
で電話等で受けられるフレーフレー・テレ
フォン事業についての周知に努める。

相談件数300件 A a 窓口にちらしやパンフレットを置いたほか、広
報はちのへに掲載し、フレーフレー・テレフォ
ン事業の周知に努めた。
【利用件数】400件程度

⑤

施策の方向３　次世代育成支援対策の促進

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

42 商工労政課 次世代育成支援対
策推進法に基づく
一般事業主行動計
画策定の促進

事業所に対し、一般事業主行動計画につい
て周知を図り、策定を促進する。

計画策定企業数38企業 A a 窓口にちらしやパンフレットを置いたほか、広
報はちのへに掲載し、一般事業主行動計画につ
いて周知に努めた。
【策定企業数】39企業

⑤ ☀☀☀
順調に取組まれ
ている

男女参画国際課
による第二次評
価

男女参画国際課
による第二次評
価

男女参画国際課
による第二次評
価

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）

担当課 事業名称

事業
番号

事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号
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基本目標Ⅲ 家庭生活・地域社会で男女が協力し合う環境整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

1 家庭における男女間での協力促進 

2 子育て支援策の充実 

3 高齢者・障害者・外国人が安心して暮らせる環境の整備 

4 地域活動及びボランティア活動の推進 

 

【指標とその目標値】 

・ 育児休業取得率が男性 10％以上、女性 80％以上となること 

・ 子どもの看護休暇制度、介護休業制度の普及率が 40％以上となること

・ 育児のための短縮勤務等の制度の普及率が 70％以上となること 

・ 町内会への加入率が 70％以上となること 



課題１　家庭における男女間での協力促進

施策の方向１　家庭での男女協力のあり方についての情報収集・提供、啓発

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

43 男女参画国際課 男女共同参画に関
する情報誌の収
集・閲覧

各自治体で発行している男女共同参画に関
する情報誌を収集し、情報コーナーで閲覧
に供する。

各自治体発行の情報誌数51 A b 各自治体から送られてくる情報誌を男女共同参
画情報コーナーに設置して、全国各地域での男
女共同参画に関する取り組み状況などを紹介し
た。
【情報誌数】51

⑤

44 農業委員会事務
局

家族経営協定の締
結促進

配偶者や後継者がやりがいを持って農業に
取り組めるよう、家族全員の話し合いによ
り、個々の役割分担、労働時間、休日等の
就業条件などを取り決めて明文化すること
により、経営に対する意欲の増進と生活の
安定の促進を図る。

新規協定締結　1家族 A a 家族経営協定締結候補者説明会開催
18.11.22　　対象者　6組出席
18.12.25　　対象者　1組出席

　　協定締結　　6家族

②、④、⑤

施策の方向２　男女間での家事の協力を促進する広報・啓発

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

45 男女参画国際課 パンフレットの配
布

家庭での協力のあり方を考えるパンフレッ
トを配布し、啓発する。

条例パンフレット配布数
1,000部

A a 　各イベント時に条例パンフレットを配布し、
啓発に努めた。
【配布内訳】
・女と男の明日を考える八戸市民のつどい300
部
・市健康まつり・各地区公民館まつり等人権啓
発活動地方委託事業3,380部

⑤ ☀☀☀
順調に取組まれ
ている

課題２　子育て支援策の充実

施策の方向１　保育サービス・放課後児童対策の一層の充実

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

46 子ども家庭課 ファミリー・サ
ポート・センター
の推進

育児等の手助けを受けたい人と手助けした
い人が会員として登録し、会員同士で相互
援助活動を行う。

活動件数　240件 A a 【活動件数】244件
※八戸市社会福祉協議会へ委託
　提供会員数　　98人
　依頼会員数　 176人
　両方会員数　　15人
　合計　　　 　289人

⑤ ☀☀☀
順調に取組まれ
ている

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

男女参画国際課
による第二次評
価

男女参画国際課
による第二次評
価

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

基本目標Ⅲ　家庭生活・地域社会で男女が協力し合う環境整備
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実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

47 子ども家庭課 病後児保育事業 保育所に通所中の児童等が病気の回復期で
あり、集団保育が困難とされる期間、当該
児童を保育所等に付設された専用スペース
又は派遣された保健師等が児童の自宅等に
おいて預かる事業を実施する。

1ヵ所 A b 1ヵ所 ⑤

48 子ども家庭課 一時保育事業 保育所に入所していない就学前児童で、緊
急的に保育が必要な児童を一時的に預かる
一時保育事業を行う保育園に対し、補助金
の交付を行う。

24ヵ所 A b 24ヵ所 ⑤

49 子ども家庭課 特定保育事業 保護者や同居の親戚など1か月64時間以上
保育できない就学前児童を必要な日時につ
いて保育を引き受ける。

検討中
（21年度までに1箇所実施目
標）

B 0ヵ所 ⑤

50 子ども家庭課 休日保育事業 保護者の就労により、休日等に保育を要す
る児童のために、休日保育事業を実施す
る。

7ヵ所 A b 7ヵ所 ⑤

51 子ども家庭課 認可外保育施設助
成事業

認可外保育所の職員並びに児童の健康診断
費及び保育材料費を助成する。また、児童
の保護者に対し、第3子以降の児童及び乳
児の保育料を助成する。

申請施設数10施設
申込者数65人
（第3子50人、乳児15人）

A a （認可外保育施設児童健全育成事業）
申請9施設　受診職員総数44人
（認可外保育施設児童対策事業）
申請10施設　受診児童数263人
（認可外保育施設保育料軽減事業）
申請者数69人（第3子54人、乳児15人）

⑤保育料の助成に
よって育児負担が軽
減されることで、家
庭において男女が協
力し合う環境を整備
することに寄与して
いる。

52 子ども家庭課 放課後児童健全育
成事業

放課後に保護者が就労等の事情により、家
庭にいないおおむね10歳未満の児童を対象
に、適切な遊びの場と生活の場を与える。

27クラブ
（南郷区4クラブを含む）

A b 八戸市子ども会育成連合会に委託・・23クラブ
18年度委託料　41,475,500円
運営内容（利用料、開設時間等）は各クラブの
運営委員会で決める。

南郷区の4クラブは公設公営。

⑤子どもの遊びや生
活の場を地域が担う
ことにより、育児負
担が軽減され、地域
において男女が協力
し合う環境を整備す
ることに寄与してい
る。

53 子ども家庭課 認可保育所整備事
業

待機児童及び超過入所を解消するため、認
可保育所を整備、または老化した施設の改
築や多機能化を促進する。

保育所定員　5,009人 A b 保育所定員　5,009人 ⑤

54 子ども家庭課 延長保育事業 保護者の就労時間や通勤時間の増加等に伴
い生ずる保育需要に対応するため、延長保
育を実施している保育園に対し、補助金を
交付する。

66ヵ所 A b 66ヵ所 ⑤

55 子ども家庭課 軽・中程度障害児
保育事業

保育に欠ける軽・中程度の障害児を保育所
に入所させ、健常児ととも集団保育を行う
ことで、健全な社会性の成長発達を促進す
る。

継続 A b 13ヵ所 ⑤

事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称
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実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

56 子ども家庭課 児童館運営事業 児童に健全な遊びを与え、健康増進や情操
を豊かにすることを目的に、児童の健全育
成に関する総合的な機能を有する施設を運
営する。

15ヵ所 A b 15ヵ所 ⑤

施策の方向２　良質な住環境の整備

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

57 公園緑地課 公園整備事業 子どもの遊び場や住民の交流の場としての
公園整備を行う。

未整備公園の整備1箇所 A b 【整備公園】
○新規：下久根公園
○整備済公園：こどもの国、三八城公園、館鼻
公園等の整備を実施

⑤

58 公園緑地課 緑化推進事業 緑と花に囲まれた快適な環境を市民全体で
築くために、花壇コンクールや花いっぱい
運動、学校緑化を実施する。

学校緑化事業実施校1校以上 A b 日計ケ丘小学校1校で実施。
【参考】
・緑化大会の開催並びに緑化まつり及び菊まつ
りの実施（春秋2回開催、参加者98,300名）
・花壇コンクールの実施（参加団体36団体）
・町内会への草花配布事業の実施（草花
178,000株配布）

⑤

施策の方向３　安全な道路・交通環境の整備

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画推進の

視点の導入状況

59 道路建設課 道路建設事業 くらしのみちゾーン形成事業を通じて、安
全かつ快適な歩行空間を確保する。

歩道整備　L=113m
電線共同溝整備　L=82m

A c 電線共同溝整備　L=82m ⑤

60 道路維持課 道路維持事業 道路の補修や除雪などを通じて、安全な道
路環境の確保に努める。

事故発生件数：5件以内 A b 事故の発生件数は5件であり、目標件数以下と
なった。

⑤

☀☀
概ね取組まれて
いる

男女参画国際課
による第二次評
価

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

事業
番号

担当課
男女参画国際課
による第二次評
価

事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
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施策の方向４　安全・安心なまちづくりの推進

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

61 道路維持課 街路灯等の整備 夜間でも安心して歩けるよう、街路灯等を
整備するほか、街路灯の電気代について助
成を行う。

照明灯の新設及び防犯灯の設
置補助等のが年間合計300灯
以上

A b 街路灯の電気代に対する新規助成：281灯
＜内訳＞
町内会等への防犯灯設置にかかる助成：255灯
市管理の街路灯新設：31基

⑤

62 防災安全推進室 交通安全推進事業 市民を交通事故から守るため、関係機関・
団体と一体となり、交通安全施設の充実は
もとより、人命尊重の理念に立って交通安
全教育や交通安全運動を展開して交通安全
意識の高揚を図り、交通事故の未然防止に
努める。

交通安全大学講座参加者数
400人

A a 交通安全に関する講演等を通じて、交通安全知
識の普及と交通安全意識の高揚を図り、交通事
故防止を広く市民に周知するため、「交通安全
大学講座」を開催した。
【開催日時】平成18年10月18日
【開催場所】八戸市公会堂文化ホール
【参加人数】430人

⑤

63 防災安全推進室 防犯事業 八戸地区連合防犯協会の活動を促進すると
ともに、犯罪の広域化・凶悪化・低年齢化
等の進行や、生活に身近な住宅や事業所に
おける犯罪が増加する中で、警察等の関係
機関・団体と連携を強化し、犯罪の起こり
にくいまちづくりを推進するとともに、市
民の自主防犯意識の高揚を図る。

八戸市内の刑法犯認知件数
対前年比で10％減少
（刑法犯認知件数は1月～12
月ベースである）

A a 八戸市内の刑法犯認知件数
 平成17年　2,741件
 平成18年　2,338件
 対前年比　 -14.7%

⑤

施策の方向５　ひとり親世帯への支援

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

64 子ども家庭課 介護人派遣 母子家庭等が一時的に生活援助、保育サー
ビスが必要な場合に家庭生活支援員を派遣
し、生活の安全を図る。

広報掲載年1回以上 A b 広報はちのへ1月号掲載
年間件数　7件
〔内訳〕保育支援　5件、通院介助　1件、
家事援助　1件

⑤

65 子ども家庭課 児童扶養手当 父と生計を同じくしていない児童につい
て、監護している母または養育している人
に手当てを支給する。

継続 A b 受給者数　　　　3,059人
支給額　　1,417,958千円

⑥法令に基づき事業
を実施した

66 子ども家庭課 遺児対象給付事業 父母をなくした遺児について、小学校また
は中学校に入学する際に入学祝金、中学校
を卒業する際に卒業祝金を支給する。

継続 A b ＜遺児入学・卒業祝金＞
入学祝金7千円×36人 ＝  252千円
卒業祝金10千円×31人＝  310千円
　　　　　　計　67人　  562千円
＜弔慰金＞
        10千円×24人＝  240千円

⑥その他
条例規則に基づき事
業を実施した

67 子ども家庭課 ひとり親家庭等医
療費給付事業

母子・父子家庭等に医療費を助成する。 継続 A b 受給者数8,329人
支給額124,555千円

⑥その他
条例に基づき事業を
実施した

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

男女参画国際課
による第二次評
価

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号
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課題３　高齢者・障害者・外国人が安心して暮らせる環境の整備

施策の方向１　高齢者・障害者の自立を支援する環境の整備

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

68 高齢福祉課 高齢者住宅整備資
金貸付事業

60歳以上の高齢者と同居する親戚に対し
て、高齢者のために行う住宅整備の費用を
貸し付けする。

廃止 D

69 障害福祉課 身体障害者補装具
給付事業

身体の失われた部分や障害のある部分を
補って、日常生活や働くことを容易にする
用具を交付（修理）している。

利用件数　5,000件 A b 補装具利用件数　2,752件
【内訳】4～9月　2,525件、10～3月　227件
（自立支援法により、10月以降、ストマ装具な
どが日常生活用具へ移行）

⑤

70 障害福祉課 重度身体障害者日
常生活用具給付事
業

在宅の身体障害者（児）に対して、日常生
活がより円滑に行われるための用具を給付
する。

利用件数　120件 A b 日常生活用具利用件数　2,232件
【内訳】4～9月　60件、10～3月　2,172件
（自立支援法により、10月以降、意思伝達装置
が補装具へ移行）

⑤

71 障害福祉課 知的障害者地域生
活援助事業

居宅介護支援、デイサービス支援、短期入
所支援を実施し、知的障害者が地域で普通
に暮らすノーマライゼーション理念を具現
化する。

利用者数 400人 A b 利用者数　　391人 ⑤

72 障害福祉課 障害者小規模作業
所助成事業

在宅の障害者の作業指導及び生活訓練を実
施している障害者小規模共同作業所に対し
て助成を行う。

補助対象事業所 4ヶ所
利用者 55名

A b 補助対象事業所 4ヶ所      利用者 55名 ⑤

73 障害福祉課 心身障害者在宅整
備資金貸付事業

心身障害者の専用居室を増改築する場合、
障害者及び同居親族に対し、必要な経費の
一部を貸し付ける。

廃止 D

74 住宅課 公営住宅整備事業 公営住宅の整備に際し、高齢者・障害者が
暮らしやすい環境になるよう配慮する。

白山台ヒルズ　3戸建設
是川団地　16戸建替

A b 白山台ヒルズ　3戸完成入居済み
是川団地　16戸完成入居済み

⑥

75 健康増進課 訪問指導事業 基本健診の結果、健康管理の指導が必要な
人、要介護のおそれがある高齢者及び家族
に対し、保健師、看護師、栄養士が健康の
保持増進、介護予防及び心身機能の低下予
防を図るため訪問し、必要な指導を実施す
る。また、介護予防の視点から支援が必要
な人やその家族にも訪問指導を行う。

訪問件数
5,514件

A a 基本健康診査　要指導者、閉じこもり予防、寝
たきり者、特定高齢者等に訪問した。
6，378件

⑤

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号
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施策の方向２　高齢者等への介護体制の整備

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

76 介護保険課 介護保険制度の周
知

介護保険制度について広く市民に理解して
もらえるように、制度説明会、広報紙への
記事掲載、パンフレット・冊子配布、イベ
ント等での相談窓口等制度の周知に努め
る。

・制度説明会参加者数200人
以上
・広報はちのへ特集記事2
回、お知らせ記事9回
・八戸市HPの掲載内容の変
更、介護サービス事業者一覧
の更新　随時
・パンフレット配布3種、
66,500部
・課内窓口、イベント等での
相談、苦情受付

A a ・制度説明会　24回、参加者数246人
・広報はちのへ特集記事2回、お知らせ記事9回
・八戸市HPの掲載内容の変更　6回
・介護サービス事業者一覧の更新　13回
・パンフレット　3種、67,500部
・その他　健康まつりにおいて、相談・クイズ
を実施
・課内での相談、苦情受付　随時

④、⑤

77 介護保険課 介護保険による訪
問介護サービス事
業

介護保険制度の理念である在宅介護重視を
念頭に、利用者に対し訪問介護、訪問入
浴、訪問看護、訪問リハビリ及び福祉用具
貸与のサービスを提供する。

給付費1,632,623,559円
＜内訳＞
・訪問介護964,817,630円
・訪問入浴75,990,253円
・訪問看護293,423,716円
・訪問リハビリテーション
13,295,819円・
福祉用具貸与285,096,141円

A a 給付費支出状況1,676,807,942円
＜内訳＞
・訪問介護1,032,502,627円
・訪問入浴76,441,160円
・訪問看護303,941,761円
・訪問リハビリテーション14,468,400円
・福祉用具貸与249,453,994円

⑤

78 介護保険課 介護保険による通
所介護サービス事
業

介護保険制度の理念である在宅介護重視を
念頭に、利用者に対し、通所介護及び通所
リハビリのサービスを提供する。

給付費3,447,605,094円
＜内訳＞
・通所介護1,882,079,677
・通所リハビリテーション
1,565,525,417円

A c 給付費支出状況3,098,637,858円
＜内訳＞
・通所介護1,787,874,339円
・通所リハビリテーション1,310,763,519円

⑤

79 介護保険課 介護保険による短
期入所サービス事
業

介護保険制度の理念である在宅介護重視を
念頭に、短期入所生活介護及び短期入所療
養介護のサービスを提供する。

給付費410,281,861円 A a 給付費支出状況427,052,224円 ⑤

80 介護保険課 介護保険による福
祉用具の購入費支
給

介護保険制度の理念である在宅介護重視を
念頭に、利用者に対し福祉用具の購入費を
支給するサービスを提供する。

給付費20,000,000円 A c 給付費支出状況15,056,317円 ⑤

81 介護保険課 介護保険による住
宅改修費の支給

介護保険制度の理念である在宅介護重視を
念頭に、利用者に対し住宅改修費を支給す
るサービスを提供する。

給付費53,000,000円 A c 給付費支出状況33,319,612円 ⑤

82 介護保険課 介護保険による居
宅療養管理指導

介護保険制度の理念である在宅介護重視を
念頭に、利用者に対し居宅療養管理指導を
行う。

給付費29,037,123円 A c 給付費支出状況22,615,290円 ⑤

83 介護保険課 介護保険による特
定施設入所者生活
介護事業

介護保険制度の理念である在宅介護重視を
念頭に、利用者に対し特定施設入所者生活
介護のサービスを提供する。

給付費237,423,278円 A b 給付費支出状況216,436,566円 ⑤

☀☀
概ね取組まれて
いる

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号
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実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

84 介護保険課 介護保険による地
域密着型サービス
事業

介護保険制度の理念である在宅介護重視を
念頭に、利用者に対し認知症対応型共同生
活介護、認知症対応型通所介護、地域密着
型介護老人福祉施設等のサービスを提供す
る。

給付費1,474,692,511円
＜内訳＞
・認知症対応型共同生活介護
　1,314,615,977円
・地域密着型介護老人福祉施
設
　75,560,598円
・認知症対応型通所介護
　72,935,528円
・夜間対応型訪問介護
　11,580,408円

A b 給付費支出状況1,454,419,749円
＜内訳＞
・認知症対応型共同生活介護1,294,307,796円
・地域密着型介護老人福祉施設78,740,119円
・認知症対応型通所介護81,371,835円
18年度から始まった新しいサービス体系であ
り、今後基盤整備が進むものと思われる。

⑤

85 介護保険課 介護保険による施
設介護サービス

介護保険制度の理念である在宅介護重視を
念頭に、利用者に対し施設介護サービスを
提供する。

給付費4,231,196,724円
＜内訳＞
・介護老人福祉施設
　1,509,768,864円
・介護老人保健施設
　1,931,046,624円
・介護療養型医療施設
　790,381,236円

A b 給付費支出状況　3,993,249,094円
＜内訳＞
・介護老人福祉施設1,441,383,730円
・介護老人保健施設1,832,999,769円
・介護療養型医療施設718,865,595円

⑤

86 高齢福祉課 軽度生活援助事業 介護保険対象外で、軽易な日常生活の援助
を必要とする高齢者に対し、ホームヘル
パーが訪問し、調理・洗濯などの家事援助
サービスを行う。

利用登録者の介護保険申請率
15％以下

A a 社会福祉法人八戸市社会福祉事業団へ委託し
て、ホームヘルパーを派遣し、高齢者の自立し
た生活の継続を支援した。
【利用登録者数】57名
【介護保険申請者数】6名
【介護保険申請率】11％

⑤

施策の方向３　国際交流の促進

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

87 男女参画国際課 姉妹都市等との相
互訪問

姉妹都市や友好都市との交流を促進するた
め、視察団など、相互に訪問を行う。

姉妹都市フェデラルウェイ市
訪問市民派遣団参加者10人
姉妹都市フェデラルウェイ市
長一行来八者受入
八戸国際交流協会主催友好都
市蘭州市訪問市民派遣団長と
して市長訪問

A b 姉妹都市フェデラルウェイ市長一行来八者4人
受入。姉妹都市訪問市民派遣団は、事業最小催
行人数に満たなかったため実施せず。
八戸国際交流協会主催友好都市蘭州市訪問市民
派遣団長として八戸市長が蘭州市を訪問した。

⑤

88 総合教育セン
ター

外国語指導助手に
よる小・中学生へ
の国際理解教育

外国語指導助手（ALT）9名を配置し、小・
中学校の子どもたちに楽しく英語を教えな
がら、外国での文化や家庭のあり方などの
社会的背景を伝える。

外国語指導助手の小中学校へ
の訪問回数
小学校700回
中学校550回

A a 英語によるコミュニケーション能力を身に付け
させたり、異文化理解の指導に尽力した。平成
18年度の訪問回数は、小学校704回、中学校が
576回であった。

⑤

89 男女参画国際課 民間団体による交
流活動支援

八戸国際交流協会の在住外国人と市民との
交流会や日本語講座・外国語情報提供・相
談など各種事業に対して、その活動を支援
する。

国際交流協会への有償ボラン
ティアの募集・配置

A b 有償ボランティア4人登録
週3回活動

⑤

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

☹
姉妹都市市民派
遣団訪問が実施
できるよう、内容
の検討が必要
（№87）

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号
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課題４　地域活動及びボランティア活動の推進

施策の方向１　市民活動団体への支援

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

90 政策推進課 市民活動サポート
センター事業

市民活動団体の活動拠点となる市民活動サ
ポートセンター「ふれあいセンターわい
ぐ」を運営し、市民の自主的・自発的な活
動を支援する。

わいぐ運営会議(任意組織）
の男女構成比率
（30％）

A a 運営会議のメンバー13名のうち、男性8名、女
性5名となっていることから、女性の割合が
38.5％となり、目標を達成することができた。

②、④

91 政策推進課 「元気な八戸づく
り」市民奨励金制
度

自主的な公益性のある活動や地域コミュニ
ティ活動を支援するため、初動期、事業拡
大期における活動費の一部を助成する。

交付団体数
（1団体以上）

A a 平成18年度の奨励金交付団体数は7件であり、
計画どおりの達成状況である。

②、④、⑤

施策の方向２　ボランティア活動を促進する気運の醸成

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

92 高齢福祉課 社会奉仕活動等促
進事業

ひとり暮らしや寝たきりの高齢者を訪問す
る友愛活動や、公共施設等の積極的な清掃
奉仕活動等を通じ、高齢者の社会参加促進
を図る。

参加者数 1,500人（施設訪
問：100人、清掃活動：1,400
人）

A c 「八戸市老人クラブ連合会」へ事業を委託し、
老人福祉施設訪問、公共施設等の清掃活動を実
施した。
＜施設訪問＞
【訪問日】平成18年11月から12月
【訪問場所】福寿草他8施設
【参加者数】101人
＜清掃活動＞通年、各地区で実施
【参加者数】延べ1,348人

⑥性別を問わず参加
しているが、男女比
までは把握していな
い。

93 社会教育課 青少年（中・高
生）の地域活動

青少年の健全な仲間作りを進めるととも
に、地域社会の一員としての関心と自覚を
深めるため、各種ボランティア活動を実施
する。

活動回数　15回 A a うみねこ学園や各種イベントにボランティアを
派遣した。（31回　延べ参加者数1,039人）

⑤

施策の方向３　地域活動への参加を促進するための広報・啓発活動の推進

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

94 政策推進課 市民活動サポート
センター交流会議

市民活動団体の情報交換並びに市民に対す
る市民活動への理解を深める機会を提供す
るため、市民活動サポートセンター事業と
して交流会議を開催する。

わいぐ交流会議実行委員会
(任意組織）の男女構成比率
（30％）

A a 交流会議実行委員会メンバー11名のうち、男性
7名、女性4名となっていることから、女性の割
合が36.4％となり、目標を達成することができ
た。

② 、④

95 政策推進課 市民活動サポート
センターでの情報
提供

市民活動サポートセンター事業として、市
民活動団体に関する情報の収集・提供を行
う。

文書における差別表現の修正
回数の削減

A b 情報誌の編集に当たり、差別的表現はなく、計
画どおり達成できた。

② 、④

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

☺
更に50％を目指
したい（№94）

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

☺
目標を十分達成
することができた
（№90、91）

☀☀
概ね取組まれて
いる

☺
目標が十分達成
され、ボラン
ティア活動が促
進された（№
93）

男女参画国際課
による第二次評
価

男女参画国際課
による第二次評
価

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号
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基本目標Ⅳ 個人として重んぜられるべき人格の尊重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

1 男女間での暴力的行為を根絶するための基盤づくり 

2 男女がともに生涯を通じて営む健康づくりの促進 

3 男女が平等で多様な選択を可能にする教育・学習への支援 

 

【指標とその目標値】 

・ 生涯学習の場において性別で大きな偏りのない参加率を目指すこと 

・ 基本健康診査の受診率が対象者の 50％以上となること 



課題１　男女間での暴力的行為を根絶するための基盤づくり

施策の方向１　暴力を予防し、容認しない地域づくりのための広報・啓発活動の推進

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

96 子ども家庭課 男女間暴力の防止
に関する相談

暴力の防止に関するパンフレット等により
広報する。

広報掲載年1回以上 A b 広報はちのへ4月号掲載
※市民への周知により、早期発見や防止に繋が
る

⑤

97 健康福祉政策課 八戸市虐待等防止
ネットワーク会議

関係団体、関係機関の代表者らが、年1～2
回参集し、虐待等の防止と早期発見、被害
者及びその家族への支援を目指し、相互の
連携を図るため、会議、研修等を開催す
る。

市全体を対象とした虐待等対
策の啓発事業の実施（フォー
ラムの開催）

A b 18年6月23日、公会堂文化ホールにてフォーラ
ム開催（参加者402名）
コメンテーター
　立命館大学大学院教授　団　士郎 氏
シンポジスト
　民児協会長　古館　義美 氏、
　在介センター相談員　中野　千香子 氏
　高齢福祉課　梅内　洋子

③、⑤

施策の方向２　配偶者間等の暴力被害者に対する保護・自立支援

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

98 子ども家庭課 家庭（児童）婦人
等相談室

主に生活困窮、夫等の暴力等の女性の様々
な問題や悩みについて対処するため、専門
の相談員を常駐し、相談業務を実施する。

婦人相談員　2名
家庭相談員　1名

A b 婦人相談員　2名、家庭相談員　1名
相談件数　591件
〔内訳〕生活困窮　28件・夫からのDV　45件

⑤

99 子ども家庭課 一時避難等被害者
支援

配偶者間暴力や児童虐待により、一時避難
が必要と判断された人を警察、児童相談所
及び女性相談所と連携し、安全な施設等へ
収容するなど、その保護に努める。

実施箇所数　1箇所 A b 実施箇所数　1箇所（小菊荘）
保護件数　5件

⑤

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

男女参画国際課
による第二次評
価

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）

基本目標Ⅳ　個人として重んぜられるべき人格の尊重

23



課題２　男女がともに生涯を通じて営む健康づくりの推進

施策の方向１　性差医療についての知識普及

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

100 医事課 女性専門外来 女性医師をはじめとする女性の医療スタッ
フが、女性特有の症状、不安等について対
応・支援するため、市民病院に女性だけを
対象とした外来を設置し、患者を予約制で
受け付ける。

診療枠　毎月第2・第4月曜日
（1日2名）
年間42人分の予約枠確保

A b ・診療枠　年間40人分の予約枠確保
・受診者　7名

④

101 健康増進課 思春期健康教室 心身の発達段階に応じた性教育の必要性が
あることから、思春期保健対策強化事業の
一環として、三八地域県民局地域健康福祉
部、小・中学校・市が連携して、赤ちゃん
ふれあい体験、パパ・ママ体験の2事業を
実施する。

赤ちゃんふれあい体験実施校
6校
パパ・ママ体験実施校6校

A b 体験学習を通じ、男女が協力して育児をする必
要性や命の尊さ、さらには小中学生らしい男女
の交際のあり方を考える機会になっている。
赤ちゃんふれあい体験　6校　147人
パパママ体験　6校（新規2校）　612人

⑤

102 健康増進課 妊産婦訪問指導 母子の健康保持推進のための妊娠・分娩・
産後の健康管理支援と新生児の健やかな発
育、発達の支援をするため、訪問指導を行
う。

全乳児保健指導率　60％ A a 乳児への全数訪問を目標として活動したことに
より育児不安の軽減につながり、また、EDPS質
問票を導入することにより産後うつ傾向の母親
に早期に支援することができた。
乳児保健指導率　80．6％

⑤

103 健康増進課 生活習慣病予防教
室

男性のためのヘルスアップ講座として「生
活習慣病予防教室」を実施する。なお、健
全な生活習慣の確立を通じて生活習慣病等
疾病の予防、悪化を防ぐため、男性のみを
対象とした教室としている。

廃止 D

104 健康増進課 個別健康教育 健診受診者で高血圧、高脂血症、糖尿病の
要注意者及び喫煙者の禁煙希望者を対象
に、疾病の特性や個人の生活習慣等を具体
的に把握しながら、継続的に健康教育を行
うことにより、生活習慣行動の改善を支援
し、生活習慣病の予防を図るため「個別健
康教育」を実施する。

受講者数
高血圧、高脂血症、糖尿病、
喫煙の4領域
各20人

A c 生活習慣行動の改善を支援するため、個別の指
導を行った。
高血圧9人、高脂血症20人、糖尿病5人、喫煙9
人が受講した。

⑤

施策の方向２　病気の予防・早期発見につながる健康づくりの推進

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

105 健康増進課 八戸市健康まつり
の開催

市民の健康づくりの意識高揚を図るため、
国保年金課との共催により、各種コーナー
を盛り込んだ「八戸市健康まつり」を開催
する。

参加者数3,000人 A a 健康に関する知識の普及啓発を行った。市民に
定着している。
参加者数3,564人

④、⑤ ☀☀☀
順調に取組まれ
ている

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

男女参画国際課
による第二次評
価

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号
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実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画推進の

視点の導入状況

106 健康増進課 地区健康まつりの
開催

健康づくりの意識の高揚を図るため、各地
区において健康まつりを開催する。

※地区主催の事業なので掲載
しない

D

107 健康増進課 定期健康診査の受
診促進

生活習慣病及び結核予防対策の一環とし
て、循環器疾患、がん及び結核の早期発見
早期治療及び健康の保持増進を図るため、
各種健康診査を実施する。

受診者数23,000人 A a 健診開催の周知や受診勧奨に積極的に取り組む
とともに、送迎バスを運行するなどの便宜を図
ることで、受診者が増加した。
【受診者数】23,644人

①、⑤

108 健康増進課 医師・歯科医師等
による健康教室

健康に関する正しい知識の普及を図り、壮
年期からの健康増進及び介護を要する状態
に陥るこをできるだけ予防していくための
支援として、医師・歯科医師による健康教
室を開催する。

参加者数2,100人 A a 事業の見直しを図ったところ、壮年期男性の参
加割合が増加した。
47回　2，268人

①、⑤

109 健康増進課 保健師・栄養士の
健康教室

健康に関する正しい知識の普及を図り、壮
年期からの健康増進及び介護を要する状態
にならないよう予防するための支援をす
る。

参加者数
母子9,900人
成人7,800人
高齢者3,700人

A a 健康づくりの意識啓発の場として定着してい
る。
開催回数と参加人数
母子　　219回　9,931人
成人　　248回　7,882人
高齢者　132回　3,727人

②、④、⑤

110 国保年金課 国民健康保険被保
険者の人間ドック

国民健康保険被保険者が低額な自己負担で
受診できるよう国保人間ドックを実施す
る。

受診者数5,300人 A a 受診件数　5,364件
内訳　39歳以下　258件
  　　40歳　　　56件
   　 41歳以上　3,770件
　　　老人　　　1,280件

⑤

施策の方向３　健康をおびやかす諸問題についての対策の推進

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

111 健康増進課 庁内健康相談 心身の健康に関する個別の相談として、来
庁者や電話での相談者に対応し、家庭にお
ける健康管理に役立てられるよう指導及び
助言を行う「庁内健康相談」を実施する。

相談回数(個人相談、電話相
談合計）600回

A a 昨年度より相談件数が増えた。
相談者の個別相談に対し、指導助言を行い支援
することができた。
個人相談　291回 (4,581件)
電話相談　347回　 (657件)
合計　　　638回 (5,238件）

⑤

112 健康増進課 医師・歯科医師等
による健康相談

正しい生活態度を理解させ健康増進を図る
ため、心身の健康に関する個別の相談に応
じ、家庭における健康管理に役立てられる
よう医師及び歯科医師が健康相談を実施す
る。

相談件数1回 A b 耳の日にちなみ、健康教室と同時に実施し、耳
の病気やきこえについて、4人の耳鼻科医が、
じっくりと相談に応じた。
1回　39人

①、⑤

113 健康増進課 保健師・栄養士の
健康相談

心身の健康に関する個別の相談に応じ、必
要な指導及び助言を行い、家庭における健
康管理に資する。

相談回数
母子450回
成人160回
高齢者40回

A a マタニティ健康相談や赤ちゃん健康相談等の実
施の他、町内会、老人クラブ等からの依頼に応
じて随時実施した。
母子　　452回　8,767人
成人　　162回　2,870人
高齢者　 47回 　 810人

⑤

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

男女参画国際課
による第二次評
価

男女参画国際課
による第二次評
価

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
事業
番号
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課題３　男女が平等で多様な選択を可能にする教育・学習への支援

施策の方向１　多様な選択を可能にする学校教育及び進路指導の推進

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

114 総合教育セン
ター

計画訪問による学
校への周知

各学校への計画的な訪問等を通じて、男女
平等観に立った教育指導と教育環境の整備
について各学校へ周知を図る。

計画訪問（35校：小23、中
12）及び要請訪問（90校）

A a 計画訪問は、35校の訪問を計画通り実施した。
要請訪問は、106回の要請に対応した。小・中
学校ジョイントスクール推進事業においても市
内25の各中学校区で開催された研究協議会等で
小中連携の視点から指導助言した。

⑤
⑥（小学校から中学
校への滑らかな接続
を図るために中学校
区の小学校と中学校
が連携して学校教育
の質の保証を図
る。）

115 総合教育セン
ター

総合教育センター
広報による啓発

総合教育センター広報を通じて、各学校へ
周知を図る。

市内全教職員に1部ずつ配布
する。

A b 市内全教職員に1部ずつ配布した。 ⑤

116 総合教育セン
ター

教育相談員による
相談業務

教育に関する相談（電話・来所・訪問相
談）に対し、教育相談員が親身になって対
応する。

学校訪問1年2回実施、臨床心
理士と相談員等との月例会実
施月1回。

A b 学校や保護者との連携を図るために年2回の学
校訪問の実施と相談員の研修を目的とした月例
会を実施した。

⑥

117 総合教育セン
ター

さわやか八戸グッ
ジョブ・ウィーク
事業

実施希望中学校の2学年の生徒を対象に、
連続した5日間の職場体験を通して、望ま
しい職業観・勤労観の育成に努める。指導
に当たっては、特に男女平等感に立った進
路指導に留意する。

・実施校連絡会年2回実施
・市内16校における職場体験
学習の実施

A b 市内16校(1,785名)で実施した。年2回の実施校
連絡会を開催し、2回目は全中学校を対象とし
た職場体験学習の質の向上を図るための研修会
を実施した。

⑤

118 総合教育セン
ター

八戸市いのちをは
ぐくむ教育アドバ
イザー事業

小・中学校へは、総合教育センター広報や
学校訪問を通じて、性教育の充実について
周知する。なお、中学校においては、専門
医が学校に赴いて性に関する講演等を行う
「八戸市いのちをはぐくむ教育アドバイ
ザー事業」を実施する。

専門医による年1回の全中学
校訪問（25校）

A b 市内全中学校25校で実施した。産婦人科、内
科、小児科、泌尿器科の専門医が年1回中学校
で講演し、性に関する理解を深めた。また、養
護教諭や担任から随時性に関する相談を受け付
けていた。

⑤

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

男女参画国際課
による第二次評
価

事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
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施策の方向２　教職員に対する啓発活動の推進

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

119 男女参画国際課 教職員に対する啓
発講座

教職員等を対象にした意識啓発講座を開催
する。

市内小・中学校参加率21.9％
（16校／73校）

A a 教育関係者への男女平等意識の啓発及び男女平
等教育の重要性や認識を深めてもらうための研
修会を開催。
【開催期日】平成18年7月27日
【開催場所】八戸市総合教育センター
【参加者数】52名
【小・中学校参加率（参加校数）】
　　　　　　30.1％（22校／73校）

④、⑤ ☀☀☀
順調に取組まれ
ている

☹
目標は達成した
が、より多くの
学校からの参加
者が得られるよ
うな工夫が必要
（№119）

施策の方向３　生涯学習の促進

実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

120 高齢福祉課 鴎盟大学運営事業 60歳以上の高齢者を対象に、一般教養・園
芸・生活福祉等の学習を通じ、社会参加を
促し生きがいの増進を図る。

定員充足率70％ A a 社団法人アールアール厚生会へ運営を委託。生
活福祉科・園芸科で、社会福祉や趣味活動に関
する講義を実施した。
【定員充足率】入学者数／定員
　　・生活福祉科　51人／ 70人（72.9％）
　　・園　芸　科　25人／ 35人（71.4％）
　　　　　　　計　76人／105人（72.4％）

①、⑤
入学者数
【生活福祉科】
　男17人、女34人
【園芸科】
　男15人、女10人

121 社会教育課 市民大学講座 市民を対象に、知識を磨き、薫り高い教養
を身につける生涯学習の場を提供するとと
もに、社会の要請と市民の学習要望に応え
るため、様々な分野の講師を迎えて講座を
開催する。

託児室開設　年1回 A b 全17講座中16講座を開催し(悪天候のため1講座
中止)、延べ7,232人が受講。うち託児室開設1
回（男女参画国際課との共催講座）。

①、③、④、⑤

122 児童科学館 映像利用学習会 視聴覚教室の手法を取り入れ、生涯学習を
図る「映像利用学習会」を開催する。様々
な分野から講師を招待して講演会を開催す
るほか、国際交流、施設見学会、パソコン
教室、ワープロ教室、ビデオ制作、会員自
身による課外活動などを実施する。

【開催回数】10回 A a 【定例講演会】10回
【課外活動】1回（アメリカンスクール見学）
【パソコン教室】13回
【ビデオ製作】2本

③,④
乳幼児等、小さな子
どもの世話をしなが
らでも学習会へ参加
できる様配慮した。

123 中央公民館 公民館活動教室 地域社会の要望にこたえ、教養・生活技
術・趣味等の講座を開催し、地域住民の生
涯学習の一助とするとともに、地域社会の
連帯感を醸成する。

【講座回数】 400回 A a 市民の要望や今日的課題を考慮し、講義だけで
はなく体験学習も組み入れて実施し、好評で
あった。
【教室数・講座回数・受講人数】
　22教室　 442回　　 7,612人

①、②、④

124 中央公民館 女性学級 社会や家族のあり方が変化し、女性の立場
や生活も変化しつつある中で、女性が豊か
な人間性を培うとともに、自主的かつ積極
的に今日的課題に立ち向かう態度を育成す
ることを目的として開催する。

【講座回数】 280回 A a 女性のライフスタイルの変化に伴い、余暇を活
用して自分自身の生きがいを見出した。
【教室数・講座回数・受講人数】
　21教室　 331回　　 5,779人

①、②、④

☀☀☀
順調に取組まれ
ている

男女参画国際課
による第二次評
価

男女参画国際課
による第二次評
価

事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）

事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）
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実施
状況

達成
状況

事業実績等
男女共同参画の視点
の導入状況

125 中央公民館 市民学校 余暇を有意義に過ごそうとする多くの市民
に対し、教養・生活技術・趣味等の講座を
提供し、生涯学習の一助としてすぐれた知
性と豊かな人間性の高揚を図る。

【講座回数】 320回 A a 多くの市民に生涯学習の機会が提供され、成果
を上げた。
【教室数・講座回数・受講人数】
　20教室　 401回　　 7,220人

①、②、④

126 中央公民館 家庭教育学級 少子化・核家族化が進んだ現代社会の中
で、子どもが本来持っている「生きる力」
を培うために、家族や地域は何をすべきか
を考え、家庭の教育力の充実を支援する。

【講座回数】 320回 A a 心豊かな子どもを育てるため、家庭教育の一環
として親子及び世代間の交流が図られた。
【教室数・講座回数・受講人数】
　28教室　 630回　　2万3,474人

①、②、④

127 中央公民館 青年学級 市内の勤労青年に対し、進展する社会に適
応できる人間形成がされるよう組織的な学
習機会の場を提供し、実際生活に必要な知
識・技能の習得ならびに一般教養の向上を
図る。

【講座回数】　70回 A c 組織的・継続的な学習機会を提供し、人間性の
高揚を図った。講義ばかりではなく体験学習等
も取り入れた。
【教室数・講座回数・受講人数】
　 1教室　　29回　　　513人

①、②、④

128 中央公民館 高齢者教室 高齢者が実際生活に役立つ教養・技能等を
習得し、生きがいを持って積極的に社会参
加できるような学習機会の場を提供する。

【講座回数】 340回 A a 教養・技術・趣味等の習得を図り、生涯学習の
一助として活発な活動を推進した。
【教室数・講座回数・受講人数】
　23教室　 344回　　1万4,210人

①、②、④

129 中央公民館 移動公民館 時代への適応性と地域連帯感の高揚を図る
とともに、実際生活に必要な知識・技能の
習得を目的として、公民館から遠い地区に
広く学習の場を提供し、学習機会の拡充を
図る。

【講座回数】　21回 A c 公民館から遠い地区住民の連帯感や学習意欲の
高揚を図るため、各地域の集会場にて講座を開
催した。
【教室数・講座回数・受講人数】
　　4教室　 15回　　　415人

①、②、④

130 社会教育課 社会教育指導員派
遣事業

社会教育指導員を派遣し、社会教育につい
ての直接指導、学習相談、関係団体の育成
等を行う。

講座回数　年10回 A b 指導員2名により10回の講演を実施し、延べ990
名が受講

⑤

男女参画国際課
による第二次評
価

事業
番号

担当課 事業名称 事業の内容
平成18年度実施状況及び担当課による自己評価（第一次評価）

指標(18年度の目標値等）

28



 

 

 

４．男女共同参画審議会からの意見 
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４ 男女共同参画審議会からの意見 

  「男女共同参画社会をめざす はちのへプラン 2006」の平成 18 年度分推進状況について、第一次評価、第二次評価の結果を踏まえ、男女

共同参画審議会から出された意見は以下のとおりである。 

 

【推進状況の調査手法について】 

1. 評価指標、基準が明確になり、客観評価されることとなったことを評価する。 

2. 「男女共同参画社会をめざす はちのへプラン 2006」には、基本目標 4 項目ごとに指標とその目標値が設定されている。はちのへプラ

ン 2006 の指標に掲げた施策が、実施計画に盛り込まれることを望む。 

 

【各事業の推進状況について】 

1. 全体的には、各事業とも順調に取組まれていることは評価できる。 

2. 二次評価で☀☀（＝概ね取り組まれている）と評価されたところは、やはり十分に推進されていない部門と見受けられるので、更なる

努力を期待したい。 

3. 目標値が低めに設定されているため、結果として良い評価結果となっているところもあるかと思われる。 

4. 目標値の設定にあたり、その数値が事業本来の目的の達成度を示しているのかどうか、検討を要する項目も見られる。 

（例：広報活動←パンフレットの配布部数などで評価しているが、果たして「情報伝達」、「意識啓発」といったような目的に照らした

時に、数値の確保に一喜一憂するにとどまらず、パンフレット等の内容、構成についても、常に改良を心がけて欲しい） 

5. はちのへプラン 2006 に登載された事業の全てが完遂されたとしても、それだけでは男女共同参画が進んだとの市民感覚にはならない

と思われる。女性のエンパワーメントや、再就職支援、ワークライフバランスなどについて、各担当部署で改めて研究して欲しい。 

6. 労働環境の面で、立ち遅れている感があるのが正直な市民感覚だと思う。事業所などにおいても、真の意味での男女共同参画が進むよ

うに、行政から今一層のバックアップを期待する。 

 

【その他】 

1. 男女共同参画に限らず各事業にあたっては、地球環境にも思いを致し、エコロジカルな手法等を常に検討する姿勢であって欲しい。 

 



 

 

 

５．部課別事業一覧 



部課別事業一覧

総合政策部 政策推進課 90 Ⅲ 4 1 市民活動サポートセンター事業 22

政策推進課 91 Ⅲ 4 1 「元気な八戸づくり」市民奨励金制度 22

政策推進課 94 Ⅲ 4 3 市民活動サポートセンター交流会議 22

政策推進課 95 Ⅲ 4 3 市民活動サポートセンターでの情報提供 22

行政改革推進課 1 Ⅰ 1 1 審議会等への性別で偏らない委員の登用 5

行政改革推進課 2 Ⅰ 1 1 審議会等での公募制の積極的導入 5

調整広報課 19 Ⅰ 4 1 広報紙の記事等のチェック 9

防災安全推進室 62 Ⅲ 2 4 交通安全推進事業 18

63 Ⅲ 2 4 防犯事業 18

総務部 総務課 18 Ⅰ 4 1 行政文書の見直し及び修正指導 9

産業振興部 商工労政課 23 Ⅱ 1 1 男女雇用機会均等セミナーの開催 11

商工労政課 24 Ⅱ 1 1 企業におけるポジティブアクション実施促進 11

商工労政課 26 Ⅱ 1 2 キャリアアップセミナー受講促進 11

商工労政課 27 Ⅱ 1 2 八戸市職業訓練センターでの研修講座開催 11

商工労政課 28 Ⅱ 2 1 業種別使用者会議の開催 12

商工労政課 30 Ⅱ 2 2 パートタイム労働に関するパンフレットの配布 12

商工労政課 31 Ⅱ 2 2 パートタイム労働者の雇用管理改善制度の周知 12

商工労政課 32 Ⅱ 2 2 中小企業退職共済制度の周知 12

商工労政課 33 Ⅱ 2 2 家内労働法の周知 13

商工労政課
35
廃止

Ⅱ 2 3 南部地域中小企業支援センター事業の支援 13

商工労政課 36 Ⅱ 2 2 八戸市勤労者福祉サービスセンター事業 13

商工労政課
37
廃止

Ⅱ 2 4 起業家等への支援 13

商工労政課 38 Ⅱ 3 1 育児・介護休業法の周知 14

商工労政課
39
廃止

Ⅱ 3 1 育児・介護等を行う労働者に配慮した雇用環境整備の普及促進 14

商工労政課 40 Ⅱ 3 2 両立支援事業の周知 14

頁部名 事業名称担当課
基本
目標

課題
施策の
方向

事業
番号
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部課別事業一覧

頁部名 事業名称担当課
基本
目標

課題
施策の
方向

事業
番号

産業振興部 商工労政課 41 Ⅱ 3 2 フレーフレー・テレフォン事業の周知 14

商工労政課 42 Ⅱ 3 3 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画策定の促進 14

商工労政課
131
新規

Ⅱ 2 4 創業・経営への支援 13

農業振興課 11 Ⅰ 2 2 農山漁村女性の日の周知 7

農業振興課 25 Ⅱ 1 1 認定農業者共同申請の推進 11

農業振興課 34 Ⅱ 2 3 ＶｉＣ・ウーマン活動の支援 13

健康福祉部 健康福祉政策課 97 Ⅳ 1 1 八戸市虐待等防止ネットワーク会議 23

健康増進課 75 Ⅲ 3 1 訪問指導事業 19

健康増進課 101 Ⅳ 2 1 思春期健康教室 24

健康増進課 102 Ⅳ 2 1 妊産婦訪問指導 24

健康増進課
103
廃止

Ⅳ 2 1 生活習慣病予防教室 24

健康増進課 104 Ⅳ 2 1 個別健康教育 24

健康増進課 105 Ⅳ 2 2 八戸市健康まつりの開催 24

健康増進課
106
廃止

Ⅳ 2 2 地区健康まつりの開催※地区主催事業のため、今後、掲載しないこととした 25

健康増進課 107 Ⅳ 2 2 定期健康診査の受診促進 25

健康増進課 108 Ⅳ 2 2 医師・歯科医師等による健康教室 25

健康増進課 109 Ⅳ 2 2 保健師・栄養士の健康教室 25

健康増進課 111 Ⅳ 2 3 庁内健康相談 25

健康増進課 112 Ⅳ 2 3 医師・歯科医師等による健康相談 25

健康増進課 113 Ⅳ 2 3 保健師・栄養士の健康相談 25

介護保険課 76 Ⅲ 3 2 介護保険制度の周知 20

介護保険課 77 Ⅲ 3 2 介護保険による訪問介護サービス事業 20

介護保険課 78 Ⅲ 3 2 介護保険による通所介護サービス事業 20

介護保険課 79 Ⅲ 3 2 介護保険による短期入所サービス事業 20

介護保険課 80 Ⅲ 3 2 介護保険による福祉用具の購入費支給 20
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部課別事業一覧

頁部名 事業名称担当課
基本
目標

課題
施策の
方向

事業
番号

健康福祉部 介護保険課 81 Ⅲ 3 2 介護保険による住宅改修費の支給 20

介護保険課 82 Ⅲ 3 2 介護保険による居宅療養管理指導 20

介護保険課 83 Ⅲ 3 2 介護保険による特定施設入所者生活介護事業 20

介護保険課 84 Ⅲ 3 2 介護保険による地域密着型サービス事業 21

介護保険課 85 Ⅲ 3 2 介護保険による施設介護サービス 21

子ども家庭課 46 Ⅲ 2 1 ファミリー・サポート・センターの推進 15

子ども家庭課 47 Ⅲ 2 1 病後児保育事業 16

子ども家庭課 48 Ⅲ 2 1 一時保育事業 16

子ども家庭課 49 Ⅲ 2 1 特定保育事業 16

子ども家庭課 50 Ⅲ 2 1 休日保育事業 16

子ども家庭課 51 Ⅲ 2 1 認可外保育施設助成事業 16

子ども家庭課 52 Ⅲ 2 1 放課後児童健全育成事業 16

子ども家庭課 53 Ⅲ 2 1 認可保育所整備事業 16

子ども家庭課 54 Ⅲ 2 1 延長保育事業 16

子ども家庭課 55 Ⅲ 2 1 軽・中程度障害児保育事業 16

子ども家庭課 56 Ⅲ 2 1 児童館運営事業 17

子ども家庭課 64 Ⅲ 2 5 介護人派遣 18

子ども家庭課 65 Ⅲ 2 5 児童扶養手当 18

子ども家庭課 66 Ⅲ 2 5 遺児対象給付事業 18

子ども家庭課 67 Ⅲ 2 5 ひとり親家庭等医療費給付事業 18

子ども家庭課 96 Ⅳ 1 1 男女間暴力の防止に関する相談 23

子ども家庭課 98 Ⅳ 1 2 家庭（児童）婦人等相談室 23

子ども家庭課 99 Ⅳ 1 2 一時避難等被害者支援 23

高齢福祉課
68
廃止

Ⅲ 3 1 高齢者住宅整備資金貸付事業 19

高齢福祉課 86 Ⅲ 3 2 軽度生活援助事業 21
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部課別事業一覧

頁部名 事業名称担当課
基本
目標

課題
施策の
方向

事業
番号

健康福祉部 高齢福祉課 92 Ⅲ 4 2 社会奉仕活動等促進事業 22

高齢福祉課 120 Ⅳ 3 3 鷗盟大学運営事業 27

障害福祉課 69 Ⅲ 3 1 身体障害者補装具給付事業 19

障害福祉課 70 Ⅲ 3 1 重度身体障害者日常生活用具給付事業 19

障害福祉課 71 Ⅲ 3 1 知的障害者地域生活援助事業 19

障害福祉課 72 Ⅲ 3 1 障害者小規模作業所助成事業 19

障害福祉課
73
廃止

Ⅲ 3 1 心身障害者在宅整備資金貸付事業 19

市民生活部 男女参画国際課 3 Ⅰ 1 1 はちのへ女性まちづくり塾の開催 5

男女参画国際課 4 Ⅰ 1 2 地域啓発講座の開催 5

男女参画国際課 5 Ⅰ 1 3 推進状況の公表 6

男女参画国際課 6 Ⅰ 2 1 女と男の明日を考える八戸市民のつどい 6

男女参画国際課 7 Ⅰ 2 1 市の男女共同参画を紹介するホームページの周知 6

男女参画国際課 8 Ⅰ 2 2 男女共同参画基本条例パネル展の開催 6

男女参画国際課 9 Ⅰ 2 2 男女共同参画週間の周知 6

男女参画国際課 12 Ⅰ 2 3 宣言都市サミット参加による情報収集 7

男女参画国際課
13
廃止

Ⅰ 2 3 新聞記事等のスクラップ保存 7

男女参画国際課 14 Ⅰ 2 3 男女共同参画情報コーナーの設置 7

男女参画国際課 15 Ⅰ 3 1 チャレンジ事例掲載誌等の閲覧 8

男女参画国際課 16 Ⅰ 3 2 ＲｅＢｅセミナーの開催 8

男女参画国際課 17 Ⅰ 4 1 八戸市男女共同参画推進庁内委員による調査・研究 8

男女参画国際課 20 Ⅰ 4 2 男女共同参画にかかわる状況の調査 9

男女参画国際課 21 Ⅰ 4 3 男女共同参画社会を考える情報誌「ＷＩＴＨ　ＹＯＵ」の発行 9

男女参画国際課 22 Ⅰ 4 3 啓発用パンフレットの発行・配布 10

男女参画国際課 29 Ⅱ 2 1 男女平等優良企業の紹介 12

男女参画国際課 43 Ⅲ 1 1 男女共同参画に関する情報誌の収集・閲覧 15
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部課別事業一覧

頁部名 事業名称担当課
基本
目標

課題
施策の
方向

事業
番号

市民生活部 男女参画国際課 45 Ⅲ 1 2 パンフレットの配布 15

男女参画国際課 87 Ⅲ 3 3 姉妹都市等との相互訪問 21

男女参画国際課 89 Ⅲ 3 3 民間団体による交流活動支援 21

男女参画国際課 119 Ⅳ 3 2 教職員に対する啓発講座 27

国保年金課 110 Ⅳ 2 2 国民健康保険被保険者の人間ドック 25

生活相談課 10 Ⅰ 2 2 人権週間の周知 7

住宅課 74 Ⅲ 3 1 公営住宅整備事業 19

建設部 道路建設課 59 Ⅲ 2 3 道路建設事業 17

道路維持課 60 Ⅲ 2 3 道路維持事業 17

道路維持課 61 Ⅲ 2 4 街路灯等の整備 18

都市開発部 公園緑地課 57 Ⅲ 2 2 公園整備事業 17

公園緑地課 58 Ⅲ 2 2 緑化推進事業 17

市民病院 医事課 100 Ⅳ 2 1 女性専門外来 24

教育委員会 社会教育課 93 Ⅲ 4 2 青少年（中・高生）の地域活動 22

社会教育課 121 Ⅳ 3 3 市民大学講座 27

社会教育課 130 Ⅳ 3 3 社会教育指導員派遣事業 28

総合教育センター 88 Ⅲ 3 3 外国語指導助手による小・中学生への国際理解教育 21

総合教育センター 114 Ⅳ 3 1 計画訪問による学校への周知 26

総合教育センター 115 Ⅳ 3 1 総合教育センター広報による啓発 26

総合教育センター 116 Ⅳ 3 1 教育相談員による相談業務 26

総合教育センター 117 Ⅳ 3 1 さわやか八戸グッジョブ・ウィーク事業 26

総合教育センター 118 Ⅳ 3 1 八戸市いのちをはぐくむ教育アドバイザー事業 26

中央公民館 123 Ⅳ 3 3 公民館活動教室 27

中央公民館 124 Ⅳ 3 3 女性学級 27

中央公民館 125 Ⅳ 3 3 市民学校 28
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部課別事業一覧

頁部名 事業名称担当課
基本
目標

課題
施策の
方向

事業
番号

教育委員会 中央公民館 126 Ⅳ 3 3 家庭教育学級 28

中央公民館 127 Ⅳ 3 3 青年学級 28

中央公民館 128 Ⅳ 3 3 高齢者教室 28

中央公民館 129 Ⅳ 3 3 移動公民館 28

児童科学館 122 Ⅳ 3 3 映像利用学習会 27

44 Ⅲ 1 1 家族経営協定の締結促進 15農業委員会事務局
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 〒031-8686  八 戸 市 内 丸 一 丁 目 １－１ 

   TEL  0178-43-2111（内線 628･629）  

  e-mail  danjokokusai@city.hachinohe.aomori.jp 




